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まえがき 30 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本非破壊検査協会31 

（JSNDI）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会32 

の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本産業規格である。 33 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 34 

この規格に従うことは，次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので，留意する。 35 

－ 氏名１：株式会社東芝 36 

－ 住所１：神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34 37 

－ 氏名２：国立大学法人京都大学 38 

－ 住所２：京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 39 

 40 

上記の特許権等の権利者は，非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施の41 

許諾等をする意思のあることを表明している。ただし，この規格に関連する他の特許権等の権利者に対し42 

ては，同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 43 

この規格に従うことが，必ずしも，特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ44 

る。 45 

この規格の一部が，上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。国土交通大臣及び日本産業標46 

準調査会は，このような特許権等に関わる確認について，責任はもたない。 47 

なお，ここで“特許権等”とは，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 48 

 49 

 50 

関連特許リスト 51 

1. 特許 6366826 号：構造物評価システム，構造物評価装置及び構造物評価方法 52 

2. 特許 6368040 号：構造物評価システム，構造物評価装置及び構造物評価方法 53 

3. 特許 6917344 号：構造物評価システム，構造物評価装置及び構造物評価方法 54 
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 57 

受動弾性波計測手法を用いたコンクリート部材の損58 

傷評価法 59 

Methods for damage assessment of concrete members by AE 60 

measurements utilizing passive elastic wave 61 

 62 

1 適用範囲 63 

この規格は，受動弾性波を計測し，コンクリート部材の損傷を評価する方法について規定する。 64 

2 引用規格 65 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項66 

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 67 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 68 

3 用語及び定義 69 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 2300 による。 70 

3.1 71 

AE 源（AE source） 72 

コンクリート部材内のひび割れなどを起因とした AE の発生源 73 

3.2 74 

受動弾性波（passive elastic wave） 75 

部材が外力によって変形した結果生じるひび割れの発生，進展，境界部の相互作用などに伴い発生する76 

弾性波 77 

3.3 78 

AE 源分布（AE source distribution） 79 

標定された，AE 源の位置の分布 80 

3.4 81 

AE 源密度（AE source density） 82 

単位量（1 次元の場合は単位長さ，2 次元の場合は単位面積，3 次元の場合は単位体積）当たりの，位83 

置標定された AE 源の個数 84 
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3.5 85 

AE 源密度マップ（AE source density map） 86 

AE 源密度の空間的な分布を表示したもの 87 

3.6 88 

擬似 AE 源（Artificial AE source） 89 

AE を模擬して発生させた弾性波源 90 

注釈 1 擬似 AE 源は，その周波数帯域が少なくとも使用するセンサが十分な感度をもつ有する範囲を91 

含み，再現性があるものを用いる。シャープペンシル芯圧折又はや鋼球打撃などの機械的な方92 

法，又は電気パルス発生装置とそれに接続された AE センサ若しくはそれと同じ帯域のパルサ93 

のいずれを用いてもよい。 94 

 95 

3.7 96 

AE 計測（AE measurement） 97 

AE センサを用いた計測 98 

注釈 1 AE センサは超音波帯域（20 kHz 以上）には限定されず，低周波数帯域（20 kHz 未満）に対応99 

したものを包含する。 100 

3.8 101 

弾性波伝搬速度マップ（elastic wave velocity map） 102 

試験対象の部材中を伝わる弾性波の伝搬速度の空間的な分布を表示したもの 103 

3.9 104 

AE トモグラフィ（AE tomography） 105 

AE 計測によって得られた信号から AE 源位置を推定し，部材中の AE の伝搬速度の分布を導出する手106 

法 107 

4 試験の準備 108 

4.1 試験技術者 109 

この規格を適用して試験を行う試験技術者は，試験装置及び試験の原理に加え，コンクリート部材の損110 

傷に関する知識をもつ者でなければならない。 111 

4.2 事前調査 112 

 113 

4.2.1 形状特性・補修履歴 114 

次のとおり，対象構造物の設計図面，施工記録，維持管理記録などを確認し，対象部材の現況を把握す115 

る。 116 

a) 対象部材の形状を示す図面（寸法，床版厚，配筋など） 117 

b) 対象部材の周辺部材との位置関係を示す図 118 

c) 対象構造物の竣工日，補修履歴 119 
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d) 対象部材の補修の概要 120 

4.2.2 雑音状況の確認 121 

試験場所において，特に次の項目について確認を行い，予想される雑音状況を把握してする。 122 

a) 空中及び部材を通じて伝わってくる機械的雑音 123 

b) 電気的雑音 124 

4.3 試験装置 125 

4.3.1 標準的構成 126 

試験装置の標準的構成の例を図 1 に示す。 127 

 128 

 129 

 
 

図 1－試験装置の標準的構成の例 

 

4.3.2 AE センサ 130 

AE センサは感度校正を行い，その周波数特性（一例として 20 kHz～100 kHz の範囲）における最大感度131 

が 53 dB（1 V/(m/s)の感度を 0 dB とする。この場合，約 0.45 kV/(m/s)）以上のものを使用する。一般的な132 

加速度センサのように数 100 Hz～数 10 kHz の帯域で感度特性が平たん（坦）な領域で使用する場合は，133 

計測において想定される加速度より，次の式によって求まる加速度感度の範囲内の感度特性をもつセンサ134 

を使用する。 135 

 136 

𝑆max =
𝑉max

𝐴max
  ······················································ (1) 

 137 

ここで， Smax： センサ加速度感度上限 (V/(m/ s2)) 
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 Vmax： センサの最大出力電圧 (V) 

 Amax： 計測で想定される最大加速度 (m/s2) 

 138 

𝑆min = 10 ×
𝑉noise
𝐴min

  ······················································ (2) 

 139 
ここで， Smin： センサ加速度感度下限(V/(m/ s2)) 

 Vnoise： センサの出力換算ノイズ (V) 

 Amin： 計測で想定される最小加速度 (m/s2) 

また，使用する各 AE センサは同一機種を使用し，その特性のばらつきは，最大感度差 6 dB 以内とする。140 

さらに，定期的（例として 1 年に 1 回）に感度校正を行い，顕著な感度低下がないことを確認する。 141 

4.3.3 試験装置の要件 142 

試験装置は，対象部材の全部又は特定の領域を監視することが可能な数の AE センサ及び計測チャンネ143 

ルをもつものとする。さらに，試験装置は，AE（受動弾性波）の発生状況に関して次の情報を記録できな144 

ければならない。 145 

a) AE 波（受動弾性波）のセンサ到達時刻 146 

b) AE 信号振幅又はそれに代わる量 147 

5 受動弾性波の計測 148 

5.1 AE センサの取付け 149 

AE センサの対象部材への取付け例を図 2 に示す。AE センサは対象部材片面に複数配置し，反対面で発150 

生し部材を透過した弾性波を検出する。条件は次のとおりとする。 151 

a) 試験対象領域 試験対象領域は，AE センサで囲まれた領域とする。 152 

b) AE センサの配置 AE センサは，試験対象領域内で発生した弾性波を，少なくとも弾性波源の位置標153 

定計算に最低限必要な数（1 次元の場合は 2 個以上，2 次元の場合は 3 個以上，3 次元の場合は 4 個以154 

上）のセンサで検出可能となるように配置する。 155 

c) センサ間隔 AEセンサ間隔は，検出対象として想定する損傷のサイズに対して十分な分解能をもち，156 

使用する AE センサの対応する周波数帯域における部材内での弾性波の減衰度合も考慮して設定する。 157 

例として RC 橋りょう（梁）床版の 2 m×4 m の領域を共振周波数が約 30 kHz の AE センサで計測する158 

ことを想定した場合，コンクリートにおける弾性波の減衰を考慮して，AE センサ間隔を 1 m 以下に設定159 

することが望ましい。したがって，この場合は 3 行×5 列程度の格子配置などが想定される。 160 

5.2 AE センサ取付け状況の確認 161 

AE センサの試験対象に対する音響結合状態及び接続の確認は，AE センサの取付けに引き続いて行う。162 

また，試験の終了直後にも行うことが望ましい。 163 

図 3 に AE センサ取付け状況の確認方法について示す。取付け状況確認のための音源は，擬似 AE 源を164 

用いる。各 AE センサの近傍で擬似 AE を 3 回以上発生させ，当該 AE センサで信号を検出し，最大振幅165 

値の平均値を得る。この操作を全ての AE センサに対して行い，得られた全ての平均値のばらつきが 6 dB166 

以下に収まるようにする。 167 
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5.3 背景雑音の強度測定 168 

試験に使用する全 AE センサについて，背景雑音の強度（ピーク電圧値）を測定し，記録する。強力な169 

雑音源があるときには，遮断措置を講じなければならない。床版計測の際には，橋りょう（梁）路面を走170 

行する車両がない状況において行うことが望ましい。 171 

5.4 しきい値の調整 172 

試験に使用する全ての AE センサの電圧しきい値は，背景雑音で作動しないように調整する。 173 

5.5 AE 計測の実施 174 

橋梁における車両通過など，対象部材への負荷などによって発生する AE を計測する。AE 計測は，少な175 

くとも 4.3.3 で示したパラメータを計測し，データを記録する。 176 

 177 

 

 図 2－AE センサの取付け例 

 

部材断面 

部材下面 

試験対象領域 

センサ 

AE 源 

2 m 

4 m 
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 図 3－AE センサ取付け状況の確認方法 

  
 178 

 179 

 180 

 181 

6 損傷評価方法 182 

6.1 損傷評価の手順 183 

損傷評価の流れを図 4 に示す。 184 

 185 

A  B  C  D  E  F 

部材下面 

センサ A センサ B センサ C 

センサ D センサ E センサ F 

センサ A 近傍の擬似 AE 源 

振幅 

センサ A の最大振幅値の平均値 

センサ A 近傍で擬似 AE を 5 回発生させた例 

振幅 

センサ 

各センサで得られた最大振幅値の平均値 

6dB 以内 
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 図 4－損傷評価の流れ 

 

6.2 AE 源位置標定 186 

弾性波伝搬速度及び各センサへの到達時間差を用いて AE 源の位置標定を行う。位置標定は，二次元で187 

の平面的な標定以外にも，対象の構造，センサ配置に応じて，一次元，三次元での標定を行うも可能であ188 

る。弾性波伝搬速度は，対象部材における弾性波伝搬速度を使用する。具体的には，対象部材に弾性波を189 

発生させ，対象部材の健全な領域を通過した弾性波を計測することによって得られた伝搬速度を使用する190 

ことが望ましい。 191 

6.3 AE 源分布の導出 192 

位置標定によって算出された個々の弾性波源の位置をプロットすることによって，試験対象領域全域に193 

おける AE 源分布を導出する。 194 

6.4 AE 源密度マップの作成 195 

AE 源分布から，AE 源密度を算出し，AE 源密度マップを作成する。AE 源密度マップの作成例を図 5 に196 

示す。例では，試験対象領域をメッシュに区切り，各メッシュ内に標定された AE 源の個数を数える。各197 

メッシュ内の AE 源の数をメッシュの面積で除することによって，メッシュごとの AE 源密度が得られる。198 

エンド 

AE源分布を導出 

AE源の位置標定 

AE信号を取得 

スタート 

AE源密度マップを作成 

弾性波伝搬速度マップを作成 

各マップを２値化 

評価結果分布導出 
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各位置のメッシュごとに得られた AE 源密度マップを作成する。AE 源密度マップの作成手順については，199 

上記に限るものではない。例えば，カーネル密度分布など，AE 源密度と同等の指標を代わりに用いてもよ200 

い。詳しくは，附属書 A 参照。 201 

6.5 弾性波伝搬速度マップの作成 202 

AE トモグラフィなどの手法を用いることによって，部材内での弾性波伝搬速度の分布を算出し，弾性203 

波伝搬速度マップを作成する。 204 

注記 AE トモグラフィによる速度場マップの算出手順には，参考文献[5]，[6]に示す手順もある。 205 

6.6 マップの 2 値化 206 

6.3，6.4 で得られた各マップに対して基準値を設定し，基準値に対する大小によってマップを 2 値化す207 

る。AE 源密度マップは，高密度領域と低密度領域に，弾性波伝搬速度マップは，高速度領域と低速度領域208 

に分割される。 209 

AE 源密度及び弾性波伝搬速度の基準値は，対象部材において計測を実施し，観測された AE 源密度，及210 

び弾性波伝搬速度の結果に基づき，対象構造物の特性に応じて適切に設定するのが望ましい。基準値の幅211 

の設定についての詳細は，附属書 B 参照。対象部材，それと同等の試験体を用いた試験が可能な場合は，212 

既知の損傷又は模擬損傷を精度良く特定できる基準値とする方法，実構造物において実施したコア採取な213 

どを参照して損傷領域を特定可能な基準値を採用するなどの方法がある。 214 

6.7 損傷の評価 215 

2 値化した二つのマップを重ね合わせることによって，試験対象領域は，高密度・高速度／高密度・低216 

速度／低密度・高速度／低密度・低速度の 4 種類の領域に分類される。この分類に応じて，健全度を 4 段217 

階で判定する。健全度は，健全度 1，健全度 2，健全度 3，健全度 4（区分については参考文献[7]など参照）218 

の順で健全度が低くなっていく。低密度・高速度領域は健全度 1，高密度・高速度領域は健全度 2，高密219 

度・低速度領域は健全度 3，低密度・低速度領域は健全度 4，と判定される。図 6 に損傷評価手順を計測結220 

果に適用した例を示す。 221 

 222 
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 図 5－AE 源密度マップの作成例 

 

 223 

 224 

 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

例：メッシュ内の標定点数に応じて濃淡を

つけた AE 源密度マップを作成 

高 

低 

密度 [標定点数/mm2] 

AE 源分布 AE 源密度マップ例 

x [mm] 

y
 [

m
m

] 

試験対象領域 

AE センサ 

→密度が基準値以下の領域を損傷部と判定 
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 図 6－損傷評価の例 

 
 

 

弾性波伝搬速度マップ AE 源密度マップ 

重ね合わせる 

低密度 

高密度 

[m/s] 

基準値によって 2 値化 

密度と速度の組み合わせによって健全度を評価 

弾性波速度 AE源密度 判定

高 低 健全度１

高 高 健全度２

低 高 健全度３

低 低 健全度４

健全度３ 健全度２

健全度４ 健全度１

高 

低 
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7 報告書 237 

結果の報告には，通常，次の項目を含む。 238 

a) 試験対象（4.2.1 の記載内容を含む） 239 

b) 試験日時 240 

c) 試験実施場所 241 

d) 試験装置の性能確認の結果 242 

e) AE センサの配置及び取付方法 243 

f) 計測設定（しきい値など） 244 

g) 背景雑音の状況 245 

h) AE の発生状況（AE のセンサ到達時刻，AE 信号振幅又はそれに代わる量など） 246 

i) 試験結果の分析の手順及びその結果 247 

j) 試験技術者（氏名，所属など） 248 

k) 試験装置の仕様（表 1 参照） 249 

 250 

 251 

 
表 1－試験装置の仕様例 

 

項目 センサ プリアンプ 信号処理装置 

型式    

利得（ゲイン） (dB)    

周波数通過帯域 (Hz)    

 252 

  253 
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附属書 A 254 

（参考） 255 

AE 源密度マップの作成方法 256 

 257 

A.1 カーネル密度推定を用いた AE 源密度マップの作成 258 

標定された AE 源を，確率分布を示すカーネルに置き換えて積算することでカーネル密度分布が得るこ259 

とが可能である。図 A.1 にカーネル密度推定による AE 源密度マップ作成の概略であり，その手順を次に260 

示す。 261 

標定された AE 源を，カーネル関数に置き換える。図には，カーネル関数にガウス分布を採用した例を262 

示す。点(x0,y0)に対するガウス分布のカーネル関数は式(A.1)の Kh(x, y)で表せる。式中の h は関数のバンド263 

幅を示す。 264 

 265 

(𝑥0, 𝑦0) →  𝐾ℎ(𝑥, 𝑦)

=
1

2𝜋ℎ2
exp(−

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2

2ℎ2
) 

 ··································· (A.1) 

 266 

カーネル関数は，積分値が 1 となっており，関数の値はある位置に標定点が存在する確率と考えてよい。267 

確率分布の広がりはバンド幅によって規定が可能である。バンド幅の設定に当たっては，標定精度が悪い268 

場合にバンド幅を大きくするなど，標定誤差を反映させてもよい。式(A.2)に示すように，カーネル関数を269 

全ての AE 源について足し合わせることで，全体の AE 源密度 f(x, y)が得られる。式中の N は AE 源の総数270 

を示す。 271 

 272 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

𝑁
∑𝐾ℎ(𝑥 − 𝑥𝑖 , 𝑦 − 𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

  ················································ (A.2) 

 273 

足し合わせて得られた密度の総和を標定点の数で除することによって，全体の密度が 1 に正規化される。274 

この場合，得られる密度の値は，一つの標定点が試験対象領域のある評価位置で観測される確率に相当す275 

ると考えられる。f(x, y)をコンター図などで平面上に表示したものが AE 源密度マップとなる。 276 

  277 
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 図 A.1－カーネル密度推定による AE 密度マップ作成 

 278 

  279 

(𝑥0, 𝑦0) 

AE 源密度マップ 

カーネル関数 

バンド幅：60 mm 

メッシュサイズ：20 mm ×20 mm 

 

損傷判定 

基準 

y [mm] 

x [mm] 
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附属書 B 280 

（参考） 281 

基準値の幅の設定 282 

 283 

図 B.1 に示すように，基準値を一つの値に定めず，ある程度幅をもたせて評価してもよい。図のように284 

基準値に上限と下限を設け，上限より大きい値の領域を“高”，下限より小さい値の領域を“低”と判定す285 

る。基準値に幅を持たせることによって，明確な分類を行える領域だけを評価し，より信頼性の高い結果286 

を得ることが可能である。 287 

 288 

 
図 B.1－基準値の幅 

 289 

 290 
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 302 

受動弾性波計測手法を用いたコンクリート部材の損傷評価法 303 

解 説 304 

 305 

 306 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 307 

この解説は，日本規格協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は日本規格協会である。 308 

 309 

 310 

 311 

1 制定の趣旨 312 

社会インフラ構造物，なかでもコンクリート構造物は高度経済成長期に大量に建設され，その経年劣化313 

が顕在化しつつある。一方で，我が国の構造的な課題として労働力人口の減少もあり，こうした構造物の314 

効率的な維持管理が社会的要請となっている。損傷が顕在化してから修繕を行う事後保全型から，損傷が315 

軽微なうちに補修を行う予防保全型への転換は，その対策として基本となる取組みである。予防保全型の316 

維持管理を進めるためには，コンクリート部材の場合，表面ひび割れだけを根拠とした判断だけでなく試317 

験による内部損傷把握が必要であるとの認識が広がってきており，潜在的な内部損傷を早期に検知する技318 

術が必要となる。一方で，事後保全においても顕在化した損傷が定量化できる技術は必要であり，これに319 

よって合理的な大規模補修計画に対する貢献が可能となる。また，損傷が進行して補修が必要な構造物に320 

ついても内部の変状を加味して評価すべきである。このような背景のもと，この規格は，コンクリート部321 

材の内部のひび割れなどの損傷を，部材表面に設置した AE センサを用いた計測によって評価することを322 

目的として作成された。 323 

 324 

2 制定の経緯 325 

この規格は，JIS A1164（能動弾性波計測手法を用いたコンクリート部材の損傷評価法）と同時期に作成326 

された。JIS A1164 が，能動弾性波（ハンマ，散水による液滴などの人工的な現象，降雨による雨滴などの327 

自然現象，などによる外部からの衝撃が，コンクリート部材表面に作用して発生する弾性波）を計測して，328 

内部損傷を評価するのに対して，この規格は，部材が外力によって変形した結果生じるひび割れの発生，329 

進展，境界部の相互作用などに伴い発生する弾性波（これを受動弾性波と呼ぶ）を利用する。受動弾性波330 

として，橋梁床版が交通荷重を受けて発生した AE を利用したケース[1]が報告され，鉄筋コンクリート床331 

版の内部損傷評価へ適用した場合の有効性が確認されている。 332 
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3 審議中に特に問題となった事項 333 

3.1 規格化の方針 334 

JIS A 1164 能動弾性波計測手法を用いたコンクリート部材の損傷評価法と JIS A 1165 受動弾性波計測手335 

法を用いたコンクリート部材の損傷評価法の元となった NDIS(NDIS 2434, NDIS2435)の策定に当たっては336 

両者を単一の規格として作成することを当初は想定していたが，両者で損傷評価の流れが異なるため，別337 

規格として作成する方針とした。また，通例，NDIS は計測方法の規格だが，将来の ISO 化も見据えて，評338 

価指標の算出方法を含む「評価方法」の規格化を行っており，本 JIS 策定においても同様の方針とした 339 

3.2 適用範囲 340 

評価対象として，“床版，桁など”といった具体例を記載すると，使用者としてはイメージしやすいが，341 

対象が限定されるような誤解を与えるおそれがある。また，限定を避けるための“など”という表現では342 

対象が曖昧になるため，“コンクリート部材”のみの記載とした。 343 

3.3 “損傷”の定義 344 

コンクリート部材の“損傷”はコンクリート標準示方書（土木学会）などに定義があるが，本規格にお345 

ける“損傷”はより広い一般的な意味で使われるものであることから，本文での用語としての定義は行わ346 

ず，詳細を解説に記載することとした。また，本手法の対象となる損傷は，弾性波伝搬を阻害するもので347 

ある旨を解説に明記した。 348 

3.4 センサ設置間隔 349 

センサ設置間隔を具体的に記載すべきという議論があり，要求事項として記載することを検討した。し350 

かし、様々な現場の条件があるため一意には決められないという結論に至り，経験的に RC 橋梁床版にお351 

ける減衰を加味した間隔として、1m 以下を推奨事項とした。 352 

3.5 AE源位置標定における弾性波速度 353 

評価に用いる弾性波速度は，対象構造物の健全な領域で計測した値を用いるのが本来であるが，実構造354 

物で健全領域を特定するのは容易ではないため，本文では要求事項ではなく推奨事項とした。また，その355 

他の手法については解説に記載した。別途，対象と同等の供試体を準備し計測した値を用いることも併記356 

することを検討していたが，本規格内で供試体仕様を定義するのは困難なため，供試体に関する記載は見357 

送った。  358 

3.6 健全性判断の基準値 359 

健全性を判断する評価指標（弾性波速度，AE 源密度など）は定義するが，絶対値（基準値）は環境（対360 

象の管理者，リスク，諸元など）にもより，また，経年による陳腐化の恐れなどもあるため，考え方を示361 

すにとどめ，絶対値そのものは記載しないこととした。 362 

また，本節のタイトルも含めて，損傷度，健全度，健全性といった用語の統一についての議論もあった。363 

議論の結果，基準値に基づいて損傷を評価することを健全度判定と定義して本体で統一して用いることと364 

した。なお，損傷度は損傷している度合であり、状態を表すものなのに対して、健全性は損傷度などを元365 

に管理側が判定するもので、状況により変わるものである。 366 

 367 



3 

A 1165：0000  解説 

解 3 

3.7 AE信号振幅の表記 368 

AE センサの感度の記述に関連して，AE 信号振幅の対数値に関する記述を解説に記載した。この表記に369 

関して，dBAE か dBAEかについて議論し，JIS Z2300 の記載とは異なるものの，ISO 規格ほかで採用されて370 

いる後者を採用することとした。 371 

4 構成要素について 372 

この規格の内容，使用されている表現などについて，補足説明をする。 373 

4.1 “損傷”の用法 374 

“損傷”という用語の定義について，ここで使用する“損傷”は，コンクリート標準示方書などで定義375 

される，土木・コンクリート分野での一般的な“損傷”の定義とは異なる。この規格で定義した“損傷”376 

とは，コンクリート標準示方書の定義での，“損傷”と（短時間のうちに発生し，その後は時間経過で進行377 

しないもの），“劣化”と（時間経過に伴い進行するもの），並びに“初期欠陥”と（施工時に生じ，有害と378 

なる可能性のあるもの）を合わせた“変状”とに近いものであり，弾性波の伝搬を阻害するものである。 379 

4.2 AEセンサの絶対感度（本体の 4.3.2） 380 

使用する AE センサは感度校正を行い，その周波数特性において最大感度の周波数が 20 kHz～100 kHz381 

の範囲にあり，最大感度が 53 dB(約 0 .45 kV/(m/s)）以上のものを使用する。また，使用する各 AE センサ382 

は同一機種を使用し，その特性のばらつきは，最大感度差 6 dB 以内とする。この規格では，AE センサの383 

絶対感度の単位として，1 V/(m/s)を基準とした電圧の対数値を用いた。振動センサは一般的に，参考文献384 

[2]-[4]などにあるように，共振周波数付近においては振動速度に比例する物理量を計測している。1 V/(m/s)385 

は，1 m/s の振動速度を検知した際に AE センサから出力される電圧が 1 V であることを示す。対数値は，386 

dBを用いて表し，対数値(dB)=20 log10(A1/A0)で換算される。この対数値は，JIS Z 2300 で最大振幅値の値と387 

して用いられる dBAEとは異なることに注意が必要である。なお，dBAE は，JIS Z 2300 で次のように定義さ388 

れている。 389 

dBAE（でしべるえーいー）：1 µV（マイクロボルト）を基準に取ったときの，AE 信号振幅の対数値。信390 

号の最大振幅値［(dBAE)＝20 log10(A1/A0)］で表され，センサ出力端電圧比に対応する。 ここに， A0： 1µV ， 391 

A1： センサ出力端（増幅される前）において測定された AE 信号電圧の最大値(µV) 392 

また，計測したい弾性波の周波数帯域が数 10 kHz 以下などと低い場合は， AE センサの代わりに加速度393 

センサを用いることもできる。加速度センサ感度については，計測において想定される加速度より，以下394 

によって求まる加速度感度の範囲内の感度特性を持つセンサを使用する。 395 

𝑆max =
𝑉max

𝐴max
… … … … … … … … … (1) 396 

𝑆min = 10 ×
𝑉noise

𝐴min
… … … … … … … … (2) 397 

ここで，Smax：センサ加速度感度上限 (V/(m/s2)),  Smin：センサ加速度感度下限 (V/(m/s2)),  Vmax：センサ398 

の最大出力電圧 (V),  Vnoise：センサの出力換算ノイズ (V),  Amax：計測で想定される最大加速度 (m/s2),  399 

Amin：計測で想定される最小加速度 (m/s2) 400 

とする。例えば，Vmax=5 V，Amax=1000 m/s2，Vnoise=100 µV，Amin=1 m/s2 を想定した場合，感度上限は 5 401 
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mV/(m/s2)， 感度下限は 1 mV/(m/s2)となるため， 1 mV/(m/s2) から 5 mV/(m/s2)の範囲の感度を持つ加速度402 

センサを使用する。 403 

 404 

4.3 鋼球打撃の上限周波数（本体の 5.2） 405 

 擬似 AE 源として鋼球打撃を用いる場合，使用する鋼球の直径が大きいほど励起される上限周波数は低406 

くなる。鋼球により励起される上限周波数は，Sansalone らにより式(3)のような関係式が示されている[5]。 407 

𝑓max =
291

𝐷
  … … … … … … … … … … … … … . (3) 408 

ここで，fmax (kHz)は上限周波数，D (mm)は鋼球の直径を示す。使用するセンサが感度を持つ周波数帯域に409 

留意して鋼球を選定する。 410 

4.4 AEセンサ取付け状況の確認（本体の 5.2） 411 

試験対象に設置した AE センサの動作確認として，試験対象に対する音響結合状態及び接続の確認を行412 

う手順を定めている。動作確認においては，擬似 AE をセンサ“近傍”で発生させる。ここで“近傍”と413 

は，擬似 AE 源からセンサまでの間にひび割れなどの損傷部を挟まない近い位置で，という意味を含む。414 

損傷部を経由すると擬似 AE 源で発生した弾性波が減衰するため，損傷の影響がない状態で検出信号の最415 

大振幅値の確認を行い，最大振幅値の差を 6 dB 以内とする。最大振幅値の差の値については，参考文献[6]-416 

[9]を根拠とした。損傷などの影響を避けられず，最大振幅値の低下が見られる場合は，センサ配置の変更417 

も検討する。 418 

4.5 AE源位置標定における弾性波伝搬速度の設定（本体の 6.2） 419 

AE 源分布を求めるに当たっては，弾性波の伝搬速度と各センサへの到達時間差とを用いて AE 源の位置420 

標定を行う。AE 源位置標定では，計算に用いる弾性波の伝搬速度を設定する必要がある。弾性波の伝搬速421 

度は，対象部材における弾性波伝搬速度を使用する。具体的には，対象部材に弾性波を発生させ，対象部422 

材の健全な領域を通過した弾性波を計測することによって得られた弾性波伝搬速度を使用することが望ま423 

しい。また，簡易的に，参考文献[10]，[11]などを参照して弾性波伝搬速度を設定してもよい。例えば，コ424 

ンクリート内での一般的な P 波伝搬速度として 4 000 m/s 程度の値を用いる。又は，S/N が悪く P 波の立ち425 

上がりが検出不可能な場合などに，S 波の伝搬速度を用いる。S 波速度は P 波速度の 6 割程度になり，P 波426 

伝搬速度を 4 000 m/s と想定した場合，2 400 m/s 程度となる。 427 

 428 

4.6 AE源位置標定の次元（本体の 6.2） 429 

AE 源位置標定においては，二次元での平面的な標定以外にも，対象の構造，センサ配置に応じて，一次430 

元，三次元での標定を使用することも可能である。一次元標定は細長い構造において AE 源位置を標定で431 

きるが，床版のような平面的な広がりをもつ構造物に対しては，正確な標定が困難である。また，三次元432 

標定において正確な標定を行うためには，対象を取り囲む形で三次元的にセンサを配置することが望まし433 

い。 434 

4.7 AE源位置標定の信頼性（本体の 6.2） 435 
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 AE 源位置標定には，初めに同一イベントを構成する複数センサのヒットを特定する。通常，一定の時間436 

幅（例えば同一イベントに含めるセンサ間隔が最大 1200 mm で弾性波速度 2400 m/s の場合, 0.5 ms 程度に437 

設定する等）のウィンドウを設定し，そのウィンドウ内で検知された複数センサのヒットを同一イベント438 

の構成要素として抽出する。抽出されたヒットから位置標定を行い，弾性波源を標定する。ここで信頼性439 

を担保するためには，各センサと弾性波源との距離を考慮し，各ヒットの信号振幅が妥当であるかを確認440 

することが望ましい。 441 

また，AE 源位置標定により算出された AE 源位置に関して結果の信頼性を評価する手法の一例として，442 

LUCY（Location UnCertaintY）がある。LUCY は位置標定結果の信頼性を示す指標値で，参考文献[12]に示443 

されているように，式(4)で定義される。Diは式(5)に示すように，“i番目のヒットセンサで計測された第１444 

ヒットセンサに対する時刻差 dti”と“設定した弾性伝搬速度 v”とを掛け合わせて得られる距離，Piは式445 

(6)に示すように，標定された点から“i 番目のヒットセンサまでの距離 Ri”と“第１ヒットセンサまでの446 

距離 R1”の差を示し，両者が乖離していると LUCY の値は大きくなり，位置標定結果の信頼性が低いこと447 

を意味する。 448 

𝐿𝑈𝐶𝑌 = √∑
(𝐷𝑖 − 𝑃𝑖)

2

(𝑛 − 1)

𝑛

𝑖=2

   … … … … … … … (4) 449 

𝐷𝑖 = 𝑑𝑡𝑖 × 𝑣  … … … … … … … … … … … … … . (5) 450 

𝑃𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅1    … … … … … … … … … … … … … (6) 451 

 452 

LUCY の値の大きい弾性波源をフィルタリングして取り除くことにより，弾性波源分布の信頼性を向上さ453 

せることができる。 454 

 455 

4.8 マップの 2 値化（本体の 6.6） 456 

損傷の評価に当たって，6.4 で得られた AE 源密度マップ，及び 6.5 で得られた弾性波伝搬速度マップに457 

対して基準値を設定し，基準値に対する大小によってマップを 2 値化する。AE 源密度マップは，高密度領458 

域と低密度領域に，弾性波伝搬速度マップは，高速度領域と低速度領域に分割される。 459 

AE 源密度及び弾性波伝搬速度の基準値は，対象部材において計測を実施し，観測された AE 源密度，及460 

び弾性波伝搬速度を元に構造物管理者などと十分協議の上，設定するのが望ましい。対象部材，それと同461 

等の試験体を用いた試験が可能な場合は，既知の損傷又は模擬損傷を精度良く特定できる基準値とする方462 

法，実構造物において実施したコア採取などを参照して損傷領域を特定可能な基準値を採用するなどの方463 

法がある。 464 

表 1 に示す弾性波伝搬速度とコンクリートの品質の関係を参考に，健全性の判定基準を定めてもよい。 465 

 表１－弾性波伝搬速度による健全性判定例 
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弾性波伝搬速度 健全性 

4.6 km/s ~  優 

3.70 km/s~ 4.60 km/s 良 

3.10 km/s~ 3.70 km/s やや良 

2.10 km/s~ 3.10 km/s 不良 

~ 2.10 km/s 不可 
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5 原案作成委員会の構成表 488 

原案作成委員会の構成表を，次に示す。 489 
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